
冒

ｌ

日
Ｈ
＝
＝
同
同
‐
係
‐
闇
国

中央社会保険医療協議会 基本問題小委員会座席表

日時 :平成21年¬1月 2フ 日(金)9:30(目 途)～ 12:00
会場:はあといん乃木坂 フルール (BlF)

_         厚生労働省

厚生労働省

関係者麻
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― 触 1カ 聴 席
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厚生労働記者会
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中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会 (第 151回 )

議事次第

平成 21年 11月 2フ 日 (金 )

於 はあといん乃木坂

議 題

○ 特定機能病院について

○ 病院勤務医負担軽減策について

○ 明細書等について

○ その他
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特定機能病院について

第 1 現状と課題

1 特定機能病院は①高度の医療の提供や高度の医療技術の開発、②高
度の医療に関する研修を行うことが求められるなど、一般の病院とは異な

る様々な機能を併せ持つ医療機関である(参 考資料 Pl)。

そのため、医療法において、医師・看護師・薬剤師をはじめとした医療従

事者の手厚い配置や、集中治療室の設置等の基準が規定されている。ま

た、診療報酬上も一般の医療機関とは異なる評価を行つている(参 考 資

料 P2～ 3)。

3大 学病院医療費が医療費全体に占める割合は 5.9%であり、他の類型の

病院や診療所と比較して高い伸び率となっている(参 考資料P4～ 13).

第2現 行の診療報酬上の評価の概要

1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟、精神病棟について、一般病棟入

院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料とは異なる評価

を行つている。

A104特 定機能病院入院基本料 (1日 につき)

1-般 病棟の場合※

イ 7対 1入 院基本料

H∞ 点①

脚点①
[施 設基準 ]

・当該病棟の入院患者の平均在院 日数が 28日 以内であること。
。当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に評価を行

い、その結果に基づき評価を行つていること。

(参 考 )一 般病棟入院基本料 7対 1入 院基本料の施設基準

・当該病棟の入院患者の平均在院 日数が 19日 以内であること。

・看護必要度の基準を満たす患者を 1割 以上入院させる病棟であること(救

命救急入院料を算定する治療室 を有している保険医療機 関の病 棟を除

く)。

10対 1入 院基本料

[施 設基準 ]

当該病棟の入院患者の平均在院 日数が 28日 以内であること。

※特定機能病院は DPC制 度の対象となるが、以下のような包括になじまない場

合には出来高により算定する。

・平均より大幅に入院期間が長い

・症 lrlご とに費用や入院期間のばらつきが大きい

・新しい治療等で過去のデータがない

結核病棟の場合

イ 7対 1入 院基本料

口 10対 1入 院基本料

ハ 13対 1入 院基本11

二 15対 1入 院基本料

3精 神病棟の場合

イ 7対 1入 院基本料

口 10対 1入院基本料

ハ 15対 1入 院基本料

1,447点

1,192点

949点

886点

1,311点

11240点

839 点



届 出医療機 関数 (上 段 :医 療機 関数/下 段 :病 床数 )

平成 19年 平成 20年

特定機能病院入院基本料

一般病棟
81

63 799

82

64,523

結核病棟
14

238

14

238

精神病棟
72

3,345

73

3,385

算定状況 (社 会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

実施件 数 算定回数 実施件数 算定回数

特定機能

病院入院

基本料

一般 病

棚〔

7対 1 5,658 70,507 12,355 155,345

10対 1 10,117 135,321 3,690 49、 290

結核病

わ|〔

7対 1

10対 1 3

13対 1

15対 1

精神病

棟

7対 1 650

10対 1 280 2,220 4)405

15文子1 2,498 51,044 2,810 63,490

算定状況 (社 会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平 成 19年

14日 以内加算

特定機能病

院入院 基本

料

15日 以上 30日

以内加 算
23,129

30日 以内加算

31日 以上 90日

以内加算

14日 以内加 算 11,294

15日 以上 30日

以内カロ算
11,916

31日 以上 90日

以内加算
21,205

91日 以上 180

日以内加算

181日 以上 1年

以内加算

2特 定機能病院 における高度な医療の提供や紹介 患者 の受け入れ等の

機能に着 目し、平成 18年 度、平成 20年 度において一般病棟の入院基本

料の 14日 以内の加算の引き上げを行つた。

3特 定機能病院の役割に鑑み、小児入院 医療管理料、亜急性期入院 医

療管理料 、医師事務作業補助体制加算 、入院 時医学 管理加算 等は算

定できないこととしている。

4平 成 15年 度より、特定機能病院における入院医療は主としてDPCによ
り評価を行つている。

DPCの 対象患者 は、一般病棟の入院患者 (精 神病棟を除く)の うち、包

括評価の対象となつた診断群分類に該 当した者であり、治験 の対象患者 、

臓器移植患者、先進 医′療の対象患者等は対象外となり、これらの患者 は

出来高での算定となる。

特定機能病院の入院基本料及び入院期間に応じた加算等については、

機能評価係数で評価されている。また、各年度対象病院の調整係数の平

均を比較すると、特定機能病院が分類される平成 15年 度対象病院は最

A104

注 2

特定機能病院入院基本料

イ ー般病棟の場合 改

改定前 平成 20年 度改定後

(1)14日 以内の期間の加算 652点 (1)14日 以内の期間の加算 712点

※ 機能評価係数としてDPCに反映されている。



も高くなっている(参 考 資料 P14～ 20)。

病院類型と調整係数

病院類型 病院数 調整係数平均値

平成 15年 度 DPC対 象病院 1 144345

平成 16年 度 DPC対 象病院 1 133250

平成 18年 度 DPC対 象病院 1077188

平成 20年 度 DPC対 象病院 358 1 043656

5大 学病院 に対しては、診療報酬以外にも、運営交付金 (文 部科学省 )の

交付や、医師事務作 業補助者の配置促進を含む「大学病院業務改善推

進事業」(文 部科学省平成 21年 度補正予算 )等 がある。

第3論 点

特定機能病院 について、診療報酬上の評価をどう考えるか (参 考資料 Pl

～20)。
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参考資料

院について

L____里 壁型生壁型壁型望    __J
病院 (一般病院 ) 特定機能病院

法
定
人
員

医師 :16対 2

薬剤師 :70対 1

看護師及び准看護師 :3対 1

管理栄養士 :1(病 床数百以上の病

院)

診療放射線技師、事務員その他の
従業者 :病院の実情に応じた適当数

医師 :8対 1

薬剤師 :30対 1

看護師及び准看護師 :2対 1

管理栄養± 11以上

診療放射線技師、事務員その他の従
業者 :病院の実情に応じた適当数

施
設
の
基
準

各科専門の診察室

手術室

処置室

臨床検査施設
エックス線装置
言周剤 F~f

給食施設
診療に関する請記録

左記に加え、
・集中治療室
・化学、細菌及び病理の検査施設
・病理解剖室
・研究室
・講義室
・図書室
・病院の管理及び運営に関する諸記録

特定機能病院入院基本料と一般病棟入院基本料等との比較

特定機能病院とは

○高度の医療を提供する能力を有する
〇高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する
○高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する
○内科、外科、精神科、小児科、皮膚科等、指定する診療科
を有する

0400以上の患者を入院させるための施設を有する
○その他、規定する施設、人員の基準を満たす

看護配

置
特定一

舟曼

一般 特定結
核

結核 特定精
オ申

*青ネ申

7'寸 1 点数

看護比率
在院 日数

1′ 555点

70%以 上
28日 以内

1′ 555点

70%以 上
19日 以内

1′ 447点

70%以 上

28日 以 内

1′ 447′気

70%以 上
25日 以内

1,311点

70%以 上
28日 以内

10対 1 点数
看護比率

在院日数

1,300点

70%以 上

28日 以内

1,300′ミ

70%以 上

21日 以内

1,192点

70%以 上

28日 以内

1,192点

70%以上

25日 以内

1,240点

70%以 上

28日 以内

1,240点

70%以上
25日 以内

13文寸1 点数

看護比率

在院日数

1,092点

70%以 上

24日 以内

949点

70%以 上
36日 以内

949点

70%以上

15'寸 1 点数

看護比率
在院日数

954点

40%以上
60日 以内

886点

70%以 上

886点

40%以上

839点

70%以 上

8001ミ

40%以上

18'寸 1 点数

看護比率
在院日数

757点

40%以上
757点

40%以上

20メ寸1 点数

看護比率

在院日数

713点

40%以上

713点

40%以上

3

(医療法第4条の2)



大学病院医療費

(万 円 )

1,000● ●0

8007100

60Q000

医療費(入院、入院外)の内訳

医科医療費の伸び率の推移

1施設当たり医療費の推移

▲ 1.0

ЩЧ置
入院1施設当たり医療費の推移

総額:341兆円

〆
曖

十 ●
゛
 子

▼
 0卜 (万円)

▲50

▲ 9.0

95Q∞0

9叫∞0

35o∞0

30Q000

75● 000

7叫 |●0

(96)

●5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

13

1.9

(96)

‐‐ 大学  ― 医科病餞 (全 体)伸び率  ‐ 大学伸び率

(医療費の動向)

1人 1日 当たり医療費

〆〆∬♂♂〆〆〆

入院1人 1日 当たり医療費の推移

一 離  (全 体〉― 大学驚  ― 公的鯖

→←法人搬  ― 臥 綱腕 ― 診農所

〈医療費の動向)

1施設当たり医療費(入院・入院外計)

脇
■200・000
4・ 000・000

ooo・mo
600・000

200・∞0

(円 )

飩 000

502000

4●000

30.100

10.00o

(%)が♂
声 千

嘴
0゛ 子

Y 
◆

卜

 1万円〕
■35●¨

t.300・000

1,250.100

■2007000

1,1504000

t・ 1002000

1,05Q● 00

■颯ら0∞

950000

■0

Al.0

▲20

{円 )

6Q000

50・|10

30,000

20,000

1●000

5.0

3,0

2.0

1.0

〆〆〆〆〆∬〆♂
にコ病院全体 ●‐大 学 引い病院全体伸び率 →←大学伸び率

(医療費の動向 )

入院1施設当たり医凛費

8へ
9苗 8

一
種1‐Z

ヽ

鳥 翌 l  J/
＼ /1＼■/ ＼

入院1人 1日 当たり医療費

綱鵬全体 大 学  公 的  法 人  個 人

２
，

３７

一 ■「7F‐ T~」Iずント■
:

′

一
ヽ

ゝ

同
燿
ほ
Ｈ

ξ
／
礼 彰 ≪

∫
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■295,17131

平成13年度 平成
"年

度 平成3年度 平成16年 度 平

"17年

度 平成18年度 平成19年度 平成20年 度

― 大 学 →←大 学 ―― 郎 詮 体(参考)

(医療費の動向 )



| 

・
            入院外11設当たり医療費

             |

入院外1施設当たり医療費の推移

(万 円 ) (%)

360・000

340・00

32o000

3 いヽ

2鴫 000

240・000

2鴫 000

(医療贅の動向 )

入院外1人 1日 当たり医療費

入院外1人 1日 当たり医療費

子
Υ

◆
ンが (D

入院外1人 1日 当たり医療費の推移

特定機能病院の損益状況(平成19年 6月 )

(医療経済実態調査)

屈
獅
鞘
〆 (9● )

14′000

13,000

12.000

1■∞0

lQ∞ 0

■000

3・ 000

80

7.0

6.0

40

〆〆〆♂〆〆〆〆
― 璃隣全体 匡コ大学 ■■無 全体伸び撃 →←大学伸び軍

特定機能病院の損益状況(平成20年 6月 )

呻 J軍昌裏
綱腕全体 大 学  公 的  法 人  個 人

口特定機能病院

(施設数70施設、平均病床数

877床 )

●一般病院7対 1算定病院

(施設数143施 設、平均病床数

31

‐112,317 _22,133

医業・介護費用

〆こJ還ぷご∬〆

教

“
1寺定機能病院

(施設数69施設、平均病床

数865床 )

●一般病院7対 1算定病院

(施設数77施 設、平均病床数
262'ミ )

‐161′ 300‐ 12,286

医業・介護費用

(医療経済実態調査)(医療費の動向)



L_  定機能病院の損益状況(国公立を
DPCとはイ可か?

「DPC(Diagnosis Procedure Combination)」 と
は 、

一

           電
言義決定により、特定機

―急性期入院医療の

一診断群分類に基づく

…1日 当りの包括評価制度

1500000

(千円)1∞∞
"

・500000

特定機能病院の損益状況(国公立を除く)(平成19年 6月 )

」特定機能病院 (国 公立を除
く)

(施設数24施設、平均病床
数1057床 )

●一般病院(回公立を除く)7
対1算定病院
(施設数lo4施設、平均病

‐22′ 699 -5,733

(医療経済冥態調査)

DPCの対象患者
一般病棟の入院患者

(療養病棟、精神病棟等の入院患者は対象外 )

包括評価の対象となつた「診断群分類」に該当した者

ただし、以下の者を除く

―入Fi後 24時間以内に死亡した患者、生後7日 以内の新生児の死亡
―治験の対象患者
一臓器移植患者の一部

同種心移植、生体部分肝移植、骨髄移植、等
―先進医療の対象患者
―一部の特定入院料等の算定対象患者

回
経鶏;9鴇編 r病

棟入院料、亜急性期入院医療管理料、

等

日特定機能病院(国 公立を除く)

(施設数26施設、平均病床数
1008床 )

=一般病院(回公立を除く)7対 1

算定病院

(施設数65施設、平均病床数

〈医療経済実態調査)



出来高評価部分

。指導管理
。手術
・麻酔
・放射線治療
。1000点 以上の処置 等

ヽ
|

医療機関別係数=調整係数+機能評価係数

医療機関別係数について

による部分

DPCにおける診療報酬の概要

包括評価部分

・入院基本料
・検査
。画像診断
・投薬
・注射
。1000点未満の処置 等

包括評価制度における診療報酬の額
診療報酬 〓 包括評価部分十出来高評価部分

―包括評価部分
/入院基本料、検査(一部を除く)、 投薬、注射、等
/「診断群分類」毎の1日 当たりの包括評価
/医療機関別係数による評価・調整
包括範囲点数
=診 断群分類毎の1日 当たり点数 X医療機関別係数 X在院日数

― 出来高評価部分
/手術料、麻酔料、等
/「医科点数表」に基づいた評価

出来高評価部分

(参考)病院類型と調整係数 (1)

羅
　
″
「
ｒ
‐Ｃ
」
　
　
師

+ 兆百日
‐＜Ｂ＞―↓
ひ

十診断群分類点数表による診療報酬につ
いては、当該医療機関における前年の7～
10月 の入院実績に基づき算定

係数による部分

鵞
診
断
群
分
類
点
数
表

に
よ
る
診
療
報
酬

入院晴露学管理カロ算
など

はDPC制度 の円滑導 入という観 点 らヽ設 定されたもの 。

(1)前年度並の収入確保
(2)重症患者への対応能力・高度医療の提供能力等、

現在の機能評価係数のみでは対応できていない病院機能の評価
という役割を含んでいると考えられる。

包括評価部分

医療機関別係数

機能評価係数
診断群分類毎の 1

日当たり点数
X  在院日数

特定機能病院

病院類型 病院数

調整係数     /
最小値 最大値 平均値

/膿
準燿螢

平成15年度DPC対 象病院 82 1.0372 1.2579 1.144345 0,048094

平成16年度DPC対 象病院 62 0,9897 13242 1.113250 0.072854

平成18年度DPC対 象病院 216 0.8597 1.2679 1.077188 0.053694

平成20年 度DPC対 象病院 ８員
υ

う
０ 0,9102 1.2681 1043656 0.049125

+

※ 平成20年度における調整係数の数値である
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※ 平成20年 度における調整係数の数値である

(参考)病院類型と調整係数(2)

平成15年度
対象病院

13調整係数

平成 16年度

対象病院

13調 整係数

平成 18年度

対象病院

13 調整係数
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病
院
数

13 調整係数

平成20年 度
対象病院



山形大学医師国家試験の合格率の上昇
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医療の最後の砦の現状
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高難易度の手術に取り組む特定機能病院
～手術難易度の構成比較～

0% 40%

日立大学病院

〈平成20年鷹 )

大学病院以外
〈平成17年度)

。大学病院以外のデータは、大学病院を除くH17年度時点のDPC対●病院、
DPC日 行的■日病院.H15,H16、 H17年度口壺協力需院

[出所]中 E協・鰺療組田■壼専門組織・DPC分科書(平成18年度第1回 )資料 (D-4)(7)

目立大撃響留滉摺雷題菫1轟 DPCデータ収鎮事撃
3
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難
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高難易度の手術に取り組む特定機能病院
～循環器系手術の難易度の施設群比較

新生児特定集中治療室管理料、特定集中治療室管理料取得状況

特定

“

中治壼
=管

鳳‖

目立大学輌院in=421

1000        2000        3000

:大学あたりの1年間の平均入菫患者砥政(人 )

※DPC対彙書確は、日立大附颯輌院を除く敷億

。中目協・じ●IE■田壼専門饉構。DPC分料会
(H18年 E■ 1回 DI輌(0-4)

。日長中の括口内の強饉は籠證強を晏す。
・饉●E13外鰈■の分目:球る。
・田

=●
対●データロ間は平成17年7月 ～10月

・鮨菫覇腱●魔鵬手衛件饉がゼロまたは10件未奮の
場合公表対

'外
となり,ここではゼロとして扱う。

喘鰤い年罵‖Pi

:i8760点 l.8日 以上～14日 以内の自間17■30点 1

1主体菫メ 1●●●●彙属は,o日 、1,0000以上1´●|●未■10B)|`00Hl

'日

口在rれ ,人と敗えた全愚■つ嗜00BH,の合計in蜘 33:で綸した饉
人が′甲口uth,人 と臓えた全●書otの出叶)Y■

1■■ぃnU■lV`“

“

ソ
二

ヽ

超高度先進医療に取り組む特定機能病院

院以外
215件

特定機能病院における高度医療の現場
● ～(例 )脳腫瘍摘出手術～

●

綺哺いヽ端IP,1島I

―
―
―
劃

1000        2000

大学病

[出所]日立大学腑日常腕晨全■資料



患者さんの症状と経過 高度医療の―例～覚醒下脳手術

脳MRl画像(術前 )

幸 ヽ

Yaniag■ ,3 UniVeFSity
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<富次■饉鮨障害科。
― >

富次口籠検壼

外素じ■

輌籠じ凛

治腱

当亡

文書作成(入■腕B饉計口●、壺0●書●、
餞菫同8● .逮膨籠

=籠
口菫■.検体網目目

菫●、手綱目■■.化手■薔同菫■.院外出
介所.入農E明■."■ 3."=菫●申口●
●Iど )

じ■口連会■
患書泊凛に目する文献検察
口●(■目菫法士.医学科・暑自学科)

く富次■籠饉障害科。敏観>

文書作成(入■腱じ口計口●.壺じ籠3●、検壼n■■.逮膨
翻使■日菫●.讀体利用同菫●.手籠口菫書、化学口菫同

=■.臓外燿介所、入腱E硼■.じ■●.●定瞑●●日●0ど )

鰺饉口連会饉

凛書治饉に目する文献検彙

議員会(「生労●書壼研究など)

言■凛法士、医学科。■饉学科 )

文書作成(入
=腕

じ壼‖■●.受じ幡會●、餞 同意
3.逮 膨翻腱層日■■.崚体利用日菫●.手薔口菫■,化
攀口注目童●.腱外燿介新.入腱臓購■.じ薔■.綺定演
●申用■●ど〕

鰺壼口連会■
手精研修
患者治壼に目する文献檎祟

文書作咸 (入■腱じ菫計■●、IE籠告●.崚壼
薔憲●、選膨鋼使日日

=■
.検体制日自3●、手術

簡3●、化学壼法日■●.■外出介所、入臓E朝
●.じ麟●.特定菫●●■■など)

鰺壼口連会■

手術研修

患者治壼に目する文献検彙

く

"―
助手・助敏>

労働時間は、日立大学協会調べA病院の年齢階■3u平均値 19

特定機能病院(国立大附属病院 )

医師の職位・年齢構成
単位 :人 in=332人 教授′18′

・綸与麟は人事院「

20

(5%)准教授′

職 名 平均年齢 年齢分布 鰤

趙確 優 26.0歳 25～

"歳

医員 〕3.0歳 ν～43H

助教 37.7膚

=
29～5壷

講師 44.5歳 〕7～ 51歳

醐 18.3歳 :0～ 53● 儡

教授
'2倒

歳 47～64● 'F[挙
il=「

Fttη%:o`

職 名 T均鋼 桜書■〈R)

高等学校校長 60.増 8,980,504

高等学校教頭 56.6歳 7,950,288

―級建築士 460歳 4′908`000

記者 36.9歳 41696,8α

システムエンジ
=ワ

34.7歳 3,88■ 20〔

職種別民間縮与実饉田査」 ′i



腫瘍摘出術後の患者さんの状態

←
保険点数は、

82′000点

(827FF])
●ma■について日入■enCa年 菫.

年目饉用目腱で腱し1目分のat諄出

含IP 40:,,∞ 円

△
¨

“

――‐

ｖｅ

”綱鴨

頭蓋内脳腫瘍摘出術 :82′000点(82万円 )

特定機能病院でも―般病院でも
手術代は同じ !

術者

助手

モニター担当

高次脳機能担当

1名

3名

2名

2名

Y■

“
118ata U“ ivershy

T.K■ yョ :lla

島

」

頭蓋内脳腫瘍摘出術の手術代

機器使用料

人件費

消耗治療材料

481′ 100円 (49。2%)
259′893円 (26.6%)

237,020円 (24。2%)

摘出前

摘出後



特定機能病院の医師
●勤務時間・処遇

●

鴇mμ
ttt,IP141:

各地の特定機能病院で相次ぐ労基署是正勧告
(新聞記事は―例 )

特定機能病院勤務医の1週あたり
平均勤務時間(当直含む)

～39歳

40～ 49歳

50～ 591臓

60歳～

全 体

■診療      ●教育

日立大学協会調べ、日立大学法人A大学(2008年度)
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特定機能病院における若手医師(20～ 30歳代 )の

一月あたり宿日直回数

012345
日立大学協会ロベ、日立大学法人A病院(2000年度)
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医学部教授・助教(勤務医 )の給与の実例

信用金暉の綸与はマイナピをもとに算出
(h,ip1//i.b lnγ n●
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OECD平均
英国

OECD平均と

5408の 差

Y■ 1ll■ 8■ t■ U:live[“ tソ

1｀.K●ソュl:1■

国民一人当たり医療費(購買力平価槙寡 )のOECD平均値との着をプロットした。
OECDI Heol′h Do,o2009:UN,World P● ρυlalion Pr● 8peC'`

31

OECD諸国の総医療費対CDPLヒ率(2007年 )

費対CDP比
公 的

ODボ ルトガル、オーストラリア、日本、ルクセンブルウは2000年データ、トルコは2005年
データ。公的寅出対GDPは 公的コ1合から幕出。ただし対GOplしと異なる年,欠の公的
割合はニュープーランドは2000年 、オランダは2002魚 ベルギーは,996革。
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国民一人当たりの医療費
～他国と差が開くばかりの日本～
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年齢階級別受療率
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患者さんの増加と医療費の減少
(物価とジャンルが違う〃)

現金給与総額指数、消費者物価指数、診療
報酬総枠改定率推移
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[出奥 ]全 国保険医団体連合会
『必要な医凛が健晨保険肛で受け

られるために-2010年度改定に

向けた医科。歯科じ凛IE圏要求』

(2009年 9月 )

医療需用
大きく増大

医療費 大きく減少
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医師のキャリアパス

患者さんの流れ

今日もたくさんインフルエンザの

、    患書を診たな…

こ__… ….ヽ   _   _

難しい患者が受診じ
て、今落ち着いてはい
るのですが、ここでは
対処が難しいので、診
療をお願いしたいので

△△△△病院
□□□□□□□甲・濡昂lFβ

12 武田薬品工業

[出所 ]『 週刊東洋経済』2006年 10月 7日号 39
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●病気の最後の書の経済状態
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=般勤務医の生涯所得は一流企業の社員以下

弁護士

′ヽイロツト

フジテレビジョン

三菱商事

電通

大学教授

三菱UFJFG(綺 )

野村HD(子 )

新日本石油

三井不動産

40.5

39.0

39.ア

42.8

39。2

55.4

39。 1

38.8

42.0

40。 S

いいですよ.

送つてください。

軽症の患者は、開業の先生が
診てくれるので、病院の負担が

減つて助かるな"・

でもこれから夜中の手術だ

医は仁術だが、事・機械(CT、 MRI)にはお金がかかる



患者さんの救命のための不採算部門を
引受けてきた特定機能病院

不採算になりがちな難しい疾患の例

● 急性大動脈解離、心筋梗塞

● 超急性期脳卒中

● 難しい小児救急疾患

● ハイリスタ分娩

● 難しい極低出生体重児

● 周産期先天性疾患

● 難しい多発外傷

● 難しい広範囲重症熱傷

など。.
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独法化前
医療費を補つていた補助金
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医療費の施設別内訳(2008年度 )

保険菫局
5/4兆円
116%〕

※特定燿饉
臨 :儀蓄翼事選留:冒習暫ふ島農露抽
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3.74兆円

|‖ %)

300～499床

4.75兆 円
(14%〕

脇 躙 騨 脚 雰満 躙 緞 躙 棚 翻柵 臨n叫
踏静/IJ

「

医療費を補ってきた補助金と人件費

収入      支出

日立A大学附層病院(600床 )収支
Y■ m■8ata untver,iッ
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出

島
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医師の人件費は医療費ではない !
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独法化初年度(2004年度 )の

国立大学法人附属病院の収入状況

交付金

584億円
8.6%

[出所]文口14学省「目立大学法人の財薔腱書の颯
=」

2005年

Y■ 1]“ 8■ tl U:livor3ity

T,κ ■ソ■
“

,●

補助金が激減した特定機能病院の現在の財政

補助金
96億円
1.1%

巌命宇饉は、‐ ツシュフローベースの饉
[出所]目立大学法人:文椰ll学告『大学輌院の理状12000年。目立大学諧■■鵬晨全■田ベ

私立医科大学:特定機饉輌院であろ本鵬のみ。日本秘立E■大学日会ロヘ
47
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大学法人附属病院の

患者数(入院+外来)の推移
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減り続ける大学への運営費交付金
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国立大学法人の借入金

(高度先進医療機器の購入等による)

山形大学病院の単年度収支の推移 1囲担当出冨路譜
|

特定機能病院の医療費の内訳

3 ●醸伏摯     102.2%
4 趨Ш圏決学

:・

 li03'96

5 1"l伏 摯     104.496
0  1題獣9      104.5%
7  宮崎大学       1054%

B蠅博 m%
10  =■大手       ,00,0%
11  月取大学       1072%
12  誤松E科大学     100.496
10 」麟駄摯       loo.211
14  口山大学       100,3%
16 福井大学       1005%
11  :羊 1鵬に,        110.4%
1,  山口大学       110.3%
10  名古E大学      1'1396
10  ■震夫,       111136
20  千菫大学       11,7%

(違)‖属衝餃収盤力(‐ Xl● 局腱
=憲

費支付0
を除く魔需費用■llt収益)



医療需要は増加するのに、
医療費が削減され続けると…

税負担と個人金融資産

日本の個人金融資産1,800兆円
(50歳以上二:1,200兆円 )

ili::∫
::ll:::::|:::::::::骨 :::

脳躍B習栞臨 .珈 雙魁g緊瞥ば箸項辮 1響掘6吸び
同 "Revenve Stc,:5ti“ 1,65・ 2007・

糧3冒景庶既課嵩翻麟
会師燿率の計.56

特定機能病院が
医療費で自立するためには

医療難民〆′
発生 :
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イノベーション・技術競争力
国際ランキング(2009)
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病院勤務医負担軽減策について

第1「勤務医の負担の現状と負担軽減のための取組に係る調査」につ
いて

病院勤務医の負担 となつている具体的な項 目や改善策、医療機関に

おける勤務医負担軽減策への取組状況を把握するため、平成 20年 度

検証部会調査に引き続き、平成 21年 9月 に「勤務医の負担の現状 と

負担軽減のための取組に係 る調査」を実施 した。今回の調査では入院
時医学管理加算等、勤務医の負担軽減策の策定を要件とした加算を算定

してない医療機関も対象とした。(参考資料 P2～ 4)

1.勤 務医負担軽減の取 り組みの現状について

医療機関に対する調査で、勤務医の勤務時間を把握 している医療
機関は 89.0%で あった。勤務医の業務量の把握 を行 つている医療機
関は 55.8%、 勤務医の勤務状況 を把握・管理するための責任者 を設
置 している医療機関が 498%で あった。調査対象医療機関の 662%
が勤務医の経済的処遇の改善を行つていた。(参考資料 P5～ 12)

2 患者や家族への説明について

通常の診察 とは別に、患者や家族 との話 し合いに費やす時間につ
いては、入院診療で平均 30.5分 、外来診療で平均 190分 であり、
706%の 医師が増加 したと回答 した。その理由としては、複数の家
族が説明を求めるため、説明時間の設定が家族の都合で決まるため
等があった。話 し合いについて、「非常に負担が大きい」「負担が大
きい」 と回答 した医師が 55.4%を 占めた。 (参 考資料 P13～ 16)

3.勤 務医が患者に協力 して欲 しい内容

患者に協力 してほ しぃことの有無について、医師の 88.5%が ある
と回答した。内容としては①軽症の場合は近隣の診療所を受診して
ほしい(794%)、 ②軽症の場合は休日・夜間の受診は避けて欲しい
(811%)、 ③業務多忙の時には、患者説明の実施を医師のスケジュ
ールに合わせて欲しい(58.8%)、 といったものがあった。(参考資料
P17)

4.勤 務医の勤 務状況につ いて

診療科 ごとの勤務時間は、外科 で 586時間 と最 も長か つた。当
直回数は外科が lヶ 月あた り 5.8回 で最 も多 く、産科・産婦人科、

1

脳神経外科等が続いて多かった。勤務状況については、精神科、眼
科を中心に、悪化 した という回答が比較的多 く見 られた。業務区分
ごとの負担感では、当直、院内の診療外業務、時間外の外来診療や

救急外来において負担感が強かった。勤務医負担軽減を要件 とした
加算の算定のある医療機関の勤務医の勤務状況を加算な しと比較
すると、加算の算定のある医療機関において、改善 したという割合
が比較的多 く、悪化 したという害1合 が比較的少なか つた。 (参考資
料 P18～ 33)

第2宿 題事項について

宿題 1 平成 20年 度改定で新設 した入院時医学管理加算により、病

院勤務医負担軽減にどのような効果があったのか。

1 入院時医学管理加算算定施設においては、他の施設と比較して、以
下の項 目に取り組んでいる割合が高かつた。(参 考資料 P35)

①医師、看護師等との業務分担
②短時間正規雇用の医師の活用

③当直後の通常勤務に係る配慮
④経済面での処遇改善

2入院時医学管理加算算定施設の勤務医師において、以下の傾向が
見られた。(参 考資料 P36～ 38)

①l年 前と比較した現在の勤務状況が改善した、どちらかというと改善
したという回答が、算 定していない施設と比較 して多かつた。

②入院診療、外来診療のいずれにおいても、1年前と比較して業務負担
が軽減したという回答が、算定の内施設と比較して多かった。

③基本給、手当等が増加したと回答した割合が算定していない施設と
比較して多かつた。

宿題 2 勤務医負担軽減に関 して、取組み を行 つている横須賀市立

市民病院、済生会栗橋病院、藤沢市民病院について、①これら
の医療機関はどのように選定したのか。また、②前回の改定に
より何らかの効果があったのか。



1横須賀市立市民病院

①事務局において、入院時医学管理加算の算定施設の届出の際の必

要書類である「勤務医負担軽減計画」を地方厚生局より取 り寄せて

検討した結果、前向きな取組みを行っていると考えられたため選定し

た。

②医師の平成 20年 度における平均時間外勤務時間は前年と比較して
123%減少した。

なお、勤務医負担軽減策として、

・医師と看護師等との役割分担の見直し

・助産師の積極的な活用 (助 産師外来、院内助産の推進 )

・事務職による診断書、主治医意見書等の作成補助 (医 療クラーク

の配置 )

・短期間正規雇用医師の活用
・医療機能の分化と外来縮小の推進 (初 診患者の診療を主とした土

曜外来の開院 )

等の取組を行つている。

2済 生会栗橋病院

①医療系雑誌等に医師事務作業補助者の活用に関し、先駆的な取

組みを行つている医療機関として掲載されていたことから、調査対

象医療機関として選定した。

②平成18年 より医療秘書を導入したところ、医師の時間外労働時間

の_減 少 (時 間外手当も減少 )、 診断書作成までの日数短縮等の効

塁が見られた。

医師事務作業補助体制加算の創設により年間数千万円の増収と

なつており、より多くの医療クラークを配置したいと考えている。

藤沢市立市民病院

①交代制勤務を導入している医療機関として有名であつたため、調査
対象医療機関として選定した。

②交代制勤務の導入により、救急外来を中心に、外来患者数の増加
が見られた。医師を多数雇用することにより人件費は増加したが、

整急外来の稼働による収益が支出の増加を補つている。(参 考資

本斗P39)

第3論 点
1 病院勤務医の勤務負担軽減のために、医療機関が勤務医の勤務負

担状況を把握 し、勤務医負担軽減策を作成・周知 し、適切な方策を

取れるように診療報酬上の工夫を行 うことについて、どう考えるか。

(参 考資料 P5～ 12)

2 病院勤務医の勤務負担軽減のために、複数の家族が説明を求めた

場合や、患者側の都合による時間外の病状説明について、患者や家

族に協力をお願いする方策を取 ることについてどう考えるか。 (参

考資料 P12～ 16)         ・

3 病院勤務医の勤務負担軽減のために、軽症の患者が自己都合 (仕

事等)に より救急病院等 を時間外に受診 した場合について、患者に

協力をお願いする方策を取ることについてどう考 えるか。 (参 考資

本斗P17)



参考資料

勤務医負担軽減策につ色ヽて

「勤務医の負担の現状と負担軽減のための取組みに係る調査」の概要

1.目 的

・病院勤務医の負担となっている業務や改善すべき項目等の把握
・医療機関における勤務医負担軽減策の取組み状況や効果等についての実態把握

2.調査対象
・本調査は「施設票」、「医師票」の2種類から構成されている。
・調査対象は以下のとおり。
rttlo軍 1

碗
彗篤 お嚇 網 揚 肌 織 席 朧 慧鍔

救急受入れの多
O入院時医学管理換算 届出施設数 175施設
O全国の救急受入れの多い医療機関 925施設

r医師菫1

・rt繁
昴繋 黎 a晃聡電欝壕T属

する管理都 名、経験年数別に3名 、合計

“ “

施

3.回収状況

※平成21年 9月 に調査を行つた。上記は平成21年 10月 30日 現在の回収途中の状況

調査対象施設の概要

承認等の状況(n=317)

0,0       50.0

標榜診療科(n=317)

00 20.0 400 000 800 100.0120.0

「勤務医の負担の現状と負担

査のための取組に係る調 ‥
Ｊ

高度散命枚急センター

軟命救8センター

災薔拠点癬鶴

1合同塵期母子医療センター

1城周産期母子医療センター

小児敷急医療拠点病院

1寺定1饉 籠病院

地域医療支援病院

DPC対 象病院

DPC準備病院

がんじ薇連携拠点綱院

専門病院

｀
    無回答

菫形外科

内14

外科

泌尿彗‖

脳神経外科

小児f4

曖科

産婦人科・産科・婦人科

賛環器科

皮膚科

耳鼻lla喉科

消イヒ
=t4

綺神科

呼吸轟外科

救急科

その他



・
|

調査対象施設の概要 医療機関の勤務医の業務量の把握について
|

|

|

病床構成

均 ′卜値 晨大 値

一般病床
姜碁病床

3 4122( 241.7: 1471

72: 225
晴神 病 床 129` 29.6(

嗜核 病 床 11.11

醸染症病床
437.1

救急体制(n=317) 特定入院料の算定状況(n=317)

救命散急入院料

特定集中治療菫管理科

ハイケアユニット入院医薇管理料

脳率中ケアユニット入眈鷹驚管理料

新生児特定集中治籠整営:工料

総合日産lVl特定集中管理料

口把握している   ●把lEしていない   ロ 無 略

■初期救急医療

口二次救急医療

加算の届出状況(n=317)

6幌    8“
ロニ次漱急医療

口体制なし

業務量を把握する頻度

l_

タイムスタディ(n・ 34}

自己中告(n・ lo6}人院時医学管理加諄届ll施 餃

医師事務作業補助体朋加17届出

施設

ハイリスク分競管理加箕燿出施設

口医師の自己申告によるl巴 la

ロタイムスタディ等口査の実施

●その他

組み (n=317)
(0/c)

0  10 20 30 40 50 60 フ0 30

●半年に1回程度  口1年 に1日程度

●その他     口無回答

●不定期

無回答

医療機関の勤務医の勤務時間の把握について
|

|

―
―
―
一
　

　

　

置

　̈

　

　

設

一　
　
　
詢

一　

　

　

任

一　

　

　

責

一
　

¨

一　
　
　
社

一　

　

　

す

剛
一　
　
　
，管理

帥
．　　　呻

脚
一　　　岬

］
．　　　鰤

務一
　

　

を

一　
　
　
望要

一　
　
　
や

2幌    3“     4α     S“

0把握している   ●把握していない   ●

定期的にl13か れる11会 .菫局会年で

の意見交換

撻 l・t饉師から事務方等への要求、

説明の実施

定瓶的な勤務層に対する面談の実

施

勤務医に対するアンケート等調査の

実施

特になし

その他

勤務医負担軽減のために特男‖
=設

置された委員会

「

●設置している

●各診療科のBFl長 等、管理者

●管理者以外の医師

tl事務部門

0そ の他

口          魚回答

1嗜    2鰯    3036   4“

ロタイムレコーダー等での把握

5∝    6096    70%

0医師による自己申告による把握 口その他

Tl■Ψ

lS.1 35,3

|1 |

設置されている場合の責任者(h=158)



医療機関の勤務医の勤務状況管理の体制 医療機関の勤務医の勤務状況管理の体制

業務分担の取組み状況{n33171
勤務医師の勤務実態についての認識{n=3171

口全体的にみて業務負担が大きい

●その他

口診療科、部門によつては菫務負担が大きい

●全体的にみて業務負担は小さい/大きくはない

い          鯨回答

勤務状況を踏まえた対応の有無(n=317}

口特に対応はとつていない

魚回答

●対応をとっている

制

‐‐‐一　　　い

一
　

　

　

め

一
　

は

務

一

勤

．

の
　
一一　

　
　
　
減

対応方去の内容(n=1851

各11門 、診僚科等の責任書へのIB

導

全院In捜 の会il等 での周知

何らかの対策の策定

その他

2幌    4093    6011

●委員会等を投置した

0晏員会等は特に設置しなかつた

0その他

口          無回答

入院時医学管理加算届出状況別
勤務医の経済的処遇改善の状況

0案臓している ●実施予定 □実施予定なし ●籠回害

ハイリスク分娘管理加算届出状況別
勤務医の経済的処遇改善の状況

Ю哨粛
彎鰐質酬 童ぜY『1カ

ル

粛務分担をltめ る必要性がないから

婦 分担を■め1:]ヽ
…

郎 |

黒務分担を遺める体制が整つていな

ないから

あり(n“ 166)

なし(n・

“
鶴

その他

医師事務作業補助体制加算届出状況別
勤務医の経済的処遇改善の状況

区暉の確保

目師の本来年務以外の■務負担の

経滅

当日明けの勁務への口慮

■務量の経腋

当直回数の軽減

勤務時間の短縮

遠繊当直回数の軽減

その他

無回答

1寺 になし

その他

4寺別に委員会等を設置している

無回番 ‖|
あり(n・ 60)

なし(n=251)

あり(n・ 152)

なし(na146)

勤務医負担の状況の定期的な評価、見直しの

予定(n3317}

0実施している 0実施予定 0実施予定なし

処遇を改善した年度

“

 2喘  4幌 6研

11

|口 業務分担を追めている                   。現在は特に取り組んでいないが、業務分担を進める予定であ

1 0現
在、特に取り組んでおらず、今後も彙務分担を進める予定はない●          無回答

9■ 0

●実施している 0実 施予定 ●実施予定なし 口無回答 口平成19年度以前 0平成20年度 0平成21年 度 口無回答



科療
　
ｏ

一　
　
　
　
餞
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し

剛
　　　　　曲　”
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の況状務勤
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の
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鰤

勤
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，
　
¨

．

脚

　

　

審ｉｎ〓．８７

一

医
　
　
　
　
ｍ
¨

ユ一
　
２

手

・　
　
　
　
た
　
¨

‥
し
　
　
，

額

手当増額の対象とした医師{n=187〕

―」団
話し合いに費やす時間の変化

話し合いに費やす時間の変化(n・ 1,300}

当菫手当て

分焼手当て

残葉手当て

オンコール手当て

手術手当て

出ll手 当て

その他

医師全員

特定のお薇科

特定の医師

無回答

産科または婦人科

麻酔科

小児科

内科

外料

壺杉外科

出神経外科

m科

皮膚科

‖神科

その他

鰺療内容が高度化し患者・家族等が理解しにくいため

治療方針の決定を患者・家族等がしなくてはならないため

家族等の利便性が優先され、診療時 Fel外に話し合いが増え

複数の家族等が説明を求めるため

家族間の意見が魚約できないため

診療機能の分担により退院支援を早期から行う必要があるため

本人と家族等の意見が興なるため

その他

無回答

診療科別話し合いに費やす時間の変化患者1人 1回当たり話し合いに費やす時間
|

入院患者 n=■ 124

外来患者 n・1,o2■

外科 n・ 160

精神科 n・49

産科・婦人科
"94

その他 n=226

脳神経外科 n899

小児科 n81oo

整形外科 n=123

内科 n=310

麻酔科 n・43

救急科 n=43

皮膚科 n=32

眼科 n・31

麻酔科 n菫43

精神科 n=49

外科 n=160

小児科 n=1∞

1出神経外科 n=99

:___」 _=___‐‐1121.4

内科 n・310

m神科 n‐49

小児科 n・ loo

外科 n=160

脳神経外II n・ 99

螢移外74n=123

覆 fl・ ■人科n,94

皮膚科 n・ 32

娘科 n・31

麻酔14n・ 43

獄念科 n・43

その他 n・ 226

|___上

|  |
口以前と比べ話し合いに費やす時間が大IEに増加

した

,」 以前と比べ話し合いに費やす31間 が増加した

0あまり変化はない

●以前と比べ話し合いに費やす時間は減少した

0以前と比べ話し合tЧ
=費

やす時間はかなり減少し
た

●その他

無回答

31.6 螺州"23[_ |  |卜2

皮膚科n32「   1 1ト フ
内科n=310'

・・・ ・̈・・ |・・
“
.… ..… 11・・ .....・・

III:■11■r11       “′

●以前と比べ壼し合いに費やす時間が大幅に増加した             0以 前と比べ話し合いに長やす時間が増加した

口あまり変化はない                            ●以前と比べ話し合しЧ
=費

やす時rrlは減少した

0以前と比べ露し合しヽ こ費やす311・|はかなり減少した             ●その他

:無

回薔

             話合い:=費やす時間力く増加した理由{n=9■ 8〕

二 |: し1 1
16.9

_」11_■__1:I:

J二 ]I_¨
46.5

内 II n=310_16

救急科n=431=  . 1   _1161



卜
国

話し合いに対する負担感

諧し合いに対する負担感{n=1,300)

診療科ごとの勤務時間

096    10%    2094    3銘     4嘔     5096

口非常に負担が大きい 口負担が大きい

口負担は小さい    ●負担は感じない

1週間当たりの話し合いの回数

口どちらともいえない

口無回答
整移外科 o・ 123 :

内科 n=310

小児科 n・ 1∞

外科 o・ 160

脳神経外科 n・ 99

産f4・ 婦人科 n・ 9`

駄急科n■ 3

産科・婦人科 n・ 94

脳神経外科 n・ 99

小児科 nョ ュ∞

麻酔科 n・ 43

外科 n・ 160

精神科 n349

その他n3226

螢形外r4n菫 123

眠科口・ 31

皮膚科 n・ 32

(参考)平成20年度検証部会調査
直近1週間の実勤務時間

(参考)平成20年度検証部会調査
医師責任着当直回数

「   l    i    l    i
その他n・ 226

|

|

患者に協力してほしいことの有無

患者に協力してほしいことの有無{n31,300

診療科ごとの当直回数            |
― ― ―― ～    

― ― ―           ― _    
―

 ‐ 
―

 __―  ― ― ― ― ― ― 一 一 ― ―
 

―
― ―

一
―

― 一
―

― 一 ― 一 ― ― ―
一 ― 一 ―

―
―― ― コ

団

医師当直回数

軽症の場合は、近隣の診療所を受診してほしい

軽症の場合は、休日・夜間の受診は避けてほしい

業務多忙のときには、ムンテラ※の実施を医師の部
合にしてほしい

・
・
・
●
ヽ
ち
。

その他

「

■“

平均(回 ) ‖合(%)

入院

台療方針に関する話合いを行つた患者数(n=1,157) 4.3(

(内 )夜間・休日等の診療時間外に話合いを求められた人数(n=1,042) 1.4Z 33.0'

〈内)2回以上の話合いを求められた人数(n3994) 0.91
ハ
υ

外来

台療方針に関する話合いを行つた患者数〈n=1,119) 5.7〔

(内 )夜問。休日等の診療時間外に話合いを求められた人数(n=950) 0.61 10.6'

(内 )2回以上の8舌合いを求められた人数(n=916) 0.51 89'

散急科 n343                          568

鮨

"●
H

■●II■

患■.こ |1人 ■

|

ある
，

８８
．
５

なし
，

１０
．
５

※ 患者・家族へ病状や治療方針等について説明を行うこと 口平成20年 日平成21年



1年前と比較した医師個人の勤務状況の変化 ‐―団
1年前と比較した医師個人の勤務状況の変化③

1年前と比較した当直の回数 1年前と比較したオンコールの回数

口増えた 0変わらない ●滅った "無回答

内科 n・ 310

精神科 n・ 49

小児科 n・1∞

外料 n,loo

脳神経外科 n"99

整 4J外 科 n・123

農料・嫌人14n・94

皮膚科 n・ 32

眼科 n,31

麻酔科 n・ 43

救急科 n・ 43

その他ぃ・ 226

その他(n・ 226)

救急科(n・ 431

麻酔科(ぃ・ 43)

眼科{n・ 31)

皮膚科{n・ 32)

底科,椰人科{n=94}

整静外科(nⅢ 123)

日神経外科(n・ 99,

外科(nⅢ 160)

小児r4(n・lool

精神科(n=49)

内●(n・ 310)

口改善した      ''ど ちらかというと改善した0■わらない

●どちらかというと雇化した口悪化した

無回答

●その他

(参考)平成20年度検証部会調査
各診療科における医師の動務状況の変化

順  

「WI
※検証部会調査では医師責任者に当該診療 20

科の状況について包括的に聞いている。

1年前と比較した時間あたりの業務量の変化

そのlt(n・ 226)

救念科(o・ 43)

麻酔 I.(n=431

眼科{n.31)

皮膚ru(n332)

壼11,婦 人14(n・ 94}

整膠外科(■・ 123)

日神経外科(n・ 99)

外科(n・ 1601

小児科ln・ loO)

精神科{n・ 49)

内科(n・ 310)

その他{n.226}

救急科(h=43)

麻酔14{n■ 31

眼11(n・ 31)

皮膚科ln・ 32)

慶科・婦人科(■・ 94)

整形外14{n・123)

薔神経外14th=99}

外科{n=160)

小児科ln,ュ ool

編神11(n・ 49)

内科(n・ 310)

%   20%  40%  6幌   8幌

●増えた 0変わらない ●減つた ・ 黒回答

1年前と比較した医師個人の勤務状況の変化② 1年前と比較した医師個人の勤務状況の変化④
|

|

国
1年前と比較した当直翌日の勤務状況

その他(n・ 226)

救急科In・ 43)

麻酔科(n・ 43)

眼科in・ 31)

皮膚科(n・ 32,

農科・婦人‖(n・ 94)

豊形外科(o・ 123)

騒神経外科(n・ 99)

外科(nⅢ 160)

小児科(n“

"o)

精神科(n・ 491

内科(n・ 3101

その他(n・ 226)

救念14{η“
43)

麻酔科(n・ |コ

IE科 i●・ 311

皮膚14{n・ 32)

産料`婦人f4{n・ 94)

整形外科(n・ 123)

脳神経外科(n=99)

外科(n・ 160)J

小児科ln=loO)

精神科(n=49)

内r4(n・ 310,

幌    2“   4“    6幌    8“

0長くなった 0短くなつた 口変わらない 口無口答

0%     2094    40%    60%    80%

口増えた ●変わらない 口減った ●無回答
21

嘔      20%     4094     60%     80%

●悪化した 0変わらない 口改善した ・ 無回答

% 1096 2“  3喘  4oX 5幌  6∝  フ幌  8幌  90% 100%

ロコ
「

:E 4■ 4 23.9

11な。「
~~~瓦

3

|

|

03.1

5S.3

一
融

12S J l _     594

419 161

_[ [_

,31■9L
| |

zJ l16 1 ~~~三 洒[

ご 1191      52.ア

7● 4% 13'%

349%    1       53.5%

550%        1   279%

|

130瞑

|

633%
|

611%         1135γ

2'9%  1     41,%    1   312X 0

844%

23.4%

154%

|

224% 1       63.3%



卜
団

業務ごとの負担感

業務ごとの負担感(n=1′ 300)

業務に負担感を感じる理由

入院診療ln=1,133}
手術(n=85η

O.0 50 100 150 20.0 250 300夜間の呼び出し対応

院内の診療外業務

当直

院内での教育・研修

手術

入院診療

外来診療 〈診原時間内)

1回あたりの所要時間が長いた
め

作業量が多いため

作業が煩雑なため

突発的に発生し、その後の予定
に影響するため

他職llでも実施可能な業務の

ため

俸力的負担が大きいため

診療内容が専L宅・高度化した 1

体力的負担が大きいため

相III的 負担が大きいため

患者の要求が高度化しているた 1劇
脚 輸 担が却 tめ 幽

嘔    1嘔   2“   3094  40X

O非常に負担が大きい 口負担が大きい

口負担は小さい   口負担は感じない

5¨   6磁   7鰯

口どちらともいえない

口無回答

その他
|卜

21

(医療課田べ )

|

L_____

団

業務に負担感を感じる理由 |

|_

業務の内容ごとの負担感

外来診僚(診療時間内)(n=1,159} 外来診療・敦急外来〈診燎時間外){n=1,115〕 業務の内容ごとの負担感(n=1′ 300)

0%    lC%   2喘    30%   4096   So烙    60“

1回あたりの所晏時間が長いた

め

作業量が多いため

作業が煩雑なため

突発的に発生し、その後の予定
に影響するため

他職穣でも実施可能な業務の

ため

診療内容が専門化・高度化した

ため

体力的負担が大きいため

精神的負担が大きいため

患者の要求が高度化しているた
め

その他

無回答

1回あたりの所長時間が長いた
め

作業量が多いため

作業が煩雑なため

突発的に発生し、その後の予定
に影響するため

他職種でも実施可能な業務のた
め

診療内容が専門化・高度化した

ため

体力的負担が大きいため

精神的負担が大きいため

患者の要求が高度化しているた
め

その他

無回答

静rr注射及び留置G‖ こよるルート確保

薬剤の投与量の調整

診断書、診療録及び処方箋の記餃の11助

主治医意見書の記載

電子カルテ入力等の代行

診療の優先順位の決定

療姜生活等の説明

情報収員や補足的な説明

カンファレンスの準備等の業務

患者の退院先の調整業務

4,3       1 113 179

00  100  200  300  400  500

卜J
」甲 口非常に負担が大きい 口負担が大きい ●どちらともいえない 口負担は小さい 0負担は感じない 口無回答



「
Ｌ

団

勤務医の負担軽減のための体制

射

‐‐
．団

ｍ

業務分担の実施状況

口施設全体として仕組み力
'あ

る

●所属のお療科を含めいくつかの惨薇科で仕組みがある

口仕組みはない

●その他

"無回答

業務量を担燿する

仕組みの有無in=ち300}

。% 
口施設全体として仕組みがある   "    0°

X    lo“

祠所属のお籠料を含めいくつかの診薇科で仕組みがある

●仕組みはない

●その他

1無 回害

口栞務時間、残葉時間を自己申告している

●■務時間、残彙時間等をタイムレコーダー等で記録している

●F凛料の責任者若しくは綱饒経営都円等と打合せの増がある

●その他

n無口答

及び留置針によるルート確
保

2案剤の投与量の調整

3診断書等の記繊の補助

4主治医意見書の記載

5診察や検登等の入力代行

6救急医療等における優先順位の決定

7優養生活等の説明

8情 報収集や補足的な説明

9カンファレンスの率鮨等の業務

10患者の退院先の調整業務

□全院規模での委員会が設置されている

F3所属お燎科ごとに、診漁科の責任者と対応する

::振梅
翻まれヽ  幅麒覇～

11その他

口特に業務分担は推進していないが、今後取組む予定である

口無回答

負担軽減に係る加算の有無別、病院勤務医の負担の変化①勤務医負担軽減のために取り組みを進めた項目
|__

診療科責任者票

tulltの 饉鰤との遭携権造

医師
=務

作業柵助者配僣

違織当直を行わない勤務シフト体制

饉輝業務の■■鰤等ヨメディカルヘの移転

J「常勤医師の増■

常動医師の増員

当直翌日の仮眠を取れる体‖

短時間勤務の導入

外来機能の縮小

外来診療時間の短縮

その他

入臨時医学管理加練
届出施設in・ 182)

医師軍務作蒸補助体制加
=

屈出あ口:l(■=340

ハイリスク分娩管理加算

届出施設{n=4SS,

加算なし(ぃ・ 94)

|

>《¬〒
_L    I

_  1    1    1

ア1         26.8

|  |  |

=1   27.31   1   1

|  |  |
133       21.1

¬ |  |  |

」

―

口業務分担を推進している

●特に業務分担は推進していない

Ｌ
団

口改善した 0どちらかというと改善した 口菫わらない Cnどちらかというと懇化した 口悪化した  ●その他



|

|

入院時医学管理加算

届出施設(n=182)

医師事務作業補助体制加算

届出施設(n=34o

ハイリスク分娩管理加算

届出施設(n=455}

負担軽減に係る加算の有無別、

勤務時間の変化

0%   2096  40`  6094  80%  1∞ %

病院勤務医の負担の変化②

時間当たりの業務量

入院時医学管理加算

届出施設(n=1821

医師事務作業補助体制カロ菫

届出施設(n=346)

ハイリスク分娩管理加算

届出施設(n=4551

加算なし(n=94)

37.9% 58.2%

14M%15郊 %

「宿題事項について」

¨→晰LttI

」 1 1~~「
~~|

口長くなった □変わらない 口短くなつた 日無回 口増えた ●変わらない 口滅った 口無回答 32

負担軽減に係る加算の有無別、病院勤務医の負担の変化③Ｌ
国

医師・看II師等の業務分担の取組状況
短時間正規雇用の医師の活用の取組状況

入院時医学管理加算

届出施設{n=1821

医師事務作業補助体制加算

届出施設{n=340

ハイリスク分娩管理加算
届出施設(n=45勁

入院時医学管理加算

届出施設{n=1821

医師事務作業補助体制加算

届出施設{n=346}

ハイリスク分競管理加算
届出施設{n=455)

入院時こ旱,■お,
扁■施nい●74)

=諄`磁
作■●助●■

"●
屋
=IIユ

(n■ 31)

ハイリスク分崚■lE"“
8出鮨設(膠 310)

全体
(「S,0)

入院時E,,電力■
届出誌● (n―,4)

医師事務作貪薔助体

"
"“

a出 館n(n■ 30)

ハイリスク分塊,電力,
日出驚ⅨF“ 0)

全体
(F6:0)

入餞JI饉 串雪凛

"ニ日出1饉 投(F'4,

E“事務作R補助体

“
凛 日出触  (-3)

′イリスク分娘■■力
=届出■酢 3,0)

鉢
赫

―
％

―

]II:

74.5%

ぽ
当直後の通常勤務に係る配慮の取組状況 医師への経済面での処遇改善状況

加算なし(n=94)

l~TT I¬
口増えた 口変わらない 口減った 口無回答

33

全体
(r016)

入焼時菫手●■
"=層出鮨投(F,4)

医師事薔作■補助体■
加●8出 籠投(“

"3)

ハイリスク分姫管理
"車届出施設(n_310)

昇
ず
皿
対

口増えた 口変わらない 口滅った 0無回答

(平成 21年度検証部会調査 )



入院時医学管理加算算定施設における勤務医負担の変化 |

―′― 一・…・…… 」
|

L……………._._―‐
入院時医学管理加算算定施設における勤務医負担の変化

昇格以外の基本給の変化 手術・当直等の勤務手当ての変化

口良くなつている日どちらかというと良くなつている口変わらない口どちらかというと悪くなつている口悪くなつている口その他 無回答

(平成21年 度検証部会調査)

入院時医学管理加算算定施設における勤務医負担の変化 ¬
1年前と比較した入院診療に係る業務負担 1年前と比較した外来診療に係る業務負担

藤沢市民病院における小児科外来患者数の推移

● 4ヽ児科外来患者数の推移

●増えた 0変わらない ●減った ■無回答
口増えた 0変わらない l」 減つた ●無回答

38

(平成21年 度検証部会Eq査 )

000ハ
υ

Ｏ
乙

0%  2“   4幌   6094

0軽減した 口変わらない 0増加した ●無回答

幌      2096    40%    6094    80%    100%

1つ 軽減した 0変わらない rj増加した 口薇回答

3フ

(平成21年度検証83会調査)

1年前と比較した現在の勤務状況

無口答(n・ 24)18.3%1 12.5%

F● 出をしていない (n・ 30フ 5)

■在は届出をしていないが、
昼出を行う予定力{ある(n・ 3SO)

―J
2.卸

“

―
瓦

15,000

10,000

5]000

0
12年 13年 14年 15年 16年度

‐4-… 般外来 11,880 10,102 8i706 9,485 9,479

‐ 専門外来 13,973 11,357 14,395 16,395 16,046

J「 救急外来 4,980 5,335 11,981 14,191 14,996

(藤沢市民病院提供資料)



チー ム医療 に関す る評価

現在、入院医療においては多くの専門職種がそれぞれの専門性を生かし、患者の治
療や療養にあたっている。

チーム医療の取 り組みにより、療養の質が確保され、患者が満足できる最良の医療
を提供することができる。また、このようなチーム医療が不可欠となっている。

しかし、現在の診療報酬体系では、このようなチーム医療の評価がされていない。
今後、医療の質や安全を維持し、さらにその向上を図るためには、チーム医療の実践
が、適切に評価される必要がある。
チーム医療の必要性は、急性期病棟、療養病棟、精神病棟などでも同様であり、必

要に応 じてチームが形成されている。

代表的なチーム

業務分野 。診療分野 構成職種

病棟業務 医師、看護師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検蓋
技師、理学療法士、作業療法士、鶏床工学技士、診療情報管
理士、看護補助者、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー、
医療クラーク等

救急医療 医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨
床工学技士、事務員等

医療安全管理 医療安全管理者、医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、その他全職種

医療機器安全管理 医療機器安全管理者、医師、看護師、臨床工学技士、診療放
射線技師等

感染症対策 感染専門医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検呑
技師、その他全職種

栄養管理 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、理学療法士:

作業療法士、言語聴党士等
摂食喋下 医師、看護師、薬斉」師、管理栄養士、栄養士、理学療法〔

作業療法士、言語聴覚士等
褥癒管理 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、栄養士等
皮膚排泄ケア 二5、 看護師、薬剤師、管理栄養士、栄養士等
リハ ビリテーション 医師t看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚壬て医療

ソーシャルワーカー等

緩和ケア 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、栄養士:石会福祉士、
医療ソーシャルワーカー等

糖尿病療養 医師、看護師、菓剤師、管理栄養士、栄養士、理学療法士(

作業療法士等
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患者の視 点の重視 (明 細書の発行な ど)に ついて

第 1 窯者 のネ見点の 重相 に つ い て

患者 の視 点の重視 につ いて は、その方策 の 1つ と して 、患者
へ の医療 費 の内容 の情 報提 供 を進 め るため 、領収証及 び明細書

の発行 を推進 してきているところ。

第 2 現状 と課題

1 領収証及び明細書の発行義務付 けについて

(1)領収証は、検査、投薬などの「部」 ごとに費用を記載 したもの。

平成 18年度診療報酬改定において、「患者か ら見てわか りやす

く、患者の生活の質 (QOL)を 高める医療 を実現する視点」 と

いう観点か ら、全ての保険医療機関及び保険薬局に対 して、その

無料発行が義務化された。 (参 考資料 P2～ 6)

(2)明 細書は、行 つた検査、使用 した薬剤などの「項目」 ごとに費

用を記載 した もの。平成 20年 度診療報酬改定において、一部の

保険医療機関 (※ 注)に 対 して患者か ら求めがあった場合の発行が義

務化 された。なお、実費徴収は可能 としてお り、保険薬局は明細

書発行義務付けの対象外である。 (参 考資料 P7～ 8)

(※ 注)レ セプ ト電子請求が実施され、明細書発行の基盤が整つていると考

えられる医療機関

・平成20年 4月 1日 以降 400床 以上の病院

・平成21年 4月 1日 以降 レセプト電子請求を行つている病院

０^

′に

2 診療報酬改定結果検証に係る調査 (平 成 21年 度調査)の 「明細

書発行の一部義務化の実施状況調査」の主な結果について (参 考資

料 P9～ 22参照 )

(1)明細書 を発行 している施設は 38.9%で あるものの、患者か

らの明細書発行依頼が「ほとん どない」施設は約 80%で あ り、

明細書発行 について患者への周知 を特に何 も していない施設 は

49.0%で ある。

(2)明 細書の発行を希望する患者は 56 5%で ある。その内訳は、

費用がかかつても希望する患者は 13 1%、 無料な ら希望する

患者が 43 4%と なっている。また、明細書が治療内容の理解

のために役立つと思 う患者は 54 2%と なつている。

レセプ トオンライン請求について

1)請求省令の改正について

今般、請求省令の改正 (平 成 2¬ 年 1¬ 月 25日 公布、同年 1

1月 26日 施行)が行われたところ。主な改正内容は以下のとお
り。(参 考資料 P24参 照 )

① オンライン請求の義務化から、電子媒体又はオンラインに
よる請求の選択制へ変更

② 手書きで診療報酬請求を行う保険医療機関・保険薬局につ
いて、電子媒体又はオンラインによる請求の義務づけを免除

③ 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者 (65歳 以
上 )の診療所・薬局 につ いて、電子媒体又 はオ ンラインによ

る請求の義務づ けを免除

④ 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は
減価償却期間が終わ るまでの間の医療機関について、電子媒

体又はオ ンラインによる請求義務を猶予 (最 大平成 26年 度

末まで )

⑤ 電子媒体又はオンラインによる請求を行うことが困難な個
別の事情があり、例外的に書面での請求が認められる医療機
関等につ いて、その事情 を明確化

・ レセ プ トコン ピュー タ販売業者等 と契約済み であるが、

納入等の対応が遅れ た もの

・概ね 1年 以内に廃止又は休止す るもの な ど



⑥ 平成22年 4月 診療分からオンライン化に移行することと
されていた医科診療所等について、電子媒体又はオ ンライン
による請求への移行時期を、同年 7月 診療分か らとする

(2)電子請求の現状について

電子請求 (オ ンライン請求又は電子媒体による請求 )を 行つて
いる施設の割合は以下のとおりである。 (平 成 21年 8月 診療分。
参考資料 P25参 照 )

・病院     83 9%(81 4%)
・ 医科診療所  39 9%(¬ 2 5%)
・歯科診療所  0 2%(  ―  )
・薬局    89 7%(88 6%)

※ (  )内 はオンライン請求の再掲

第 3 論点

1 明細書の発行について

(1)保 険医療機関に対す る明細書発行義務化の拡大についてどう考
えるか。

(2)保 険薬局の明細書発行についてどう考えるか。
(3)明細書発行の患者への周知方法についてどう考えるか。

2 診療報酬上の措置について

明細書の発行 を推進す るためには、医療機関の IT化が重要な役
割 を果たす もの と考えられる。

現在、 1丁 化推進のための診療報酬上の点数としては「電子化加
算」があるが、 これは レセプ ト電子請求の期限を迎えていない保険
医療機関が レセコンを導入 しているなどの要件 を満た した場合の点
数であ り、明細書発行が義務化 されている保険医療機関は対象外で
ある。 (参 考資料 P27)

明細書発行や IT化 を推進するための、診療報酬上の評価につい
て どう考 えるか。



米斗

患者の視点の重視 (明細書の発行など)

について

参

領収証の交付について

平成18年 度改定
「保険医療機関及び保険医療養担当規貝J」 並びに「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規
則」を改正し、領収証の無料発行を義務化した。

保険医療機関及び保険医療養担当規則

昴5条の2
保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、

正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で
交付しなければならない。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則l

弟4条の2
保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、

正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で

交付しなければならない。

【医科診療報酬の例】

証領

lll者番号

樹

3米 期 間  (入 院の盪合 )

平成 年 ll 日 ～ _1/成  年 ソ1 日

1.領収証・明細書の交付について 費 用| い1 分 夕t,0椰 合 区  分

■11 年 月 日

保 険

点

■   酔

点 斎

「 IIl

外
担

険保

負

その他

(内 訳 ) (内 訳 )

保 iヽ
`二

 悛
(食 事・生活)

保:ミ 外■■

合 ,|
「

円

負11,

ミ

計

領

合 Pl



【歯科診療報酬の例】

氏     名

H

【調剤報酬の例】

請 求 翔 問  (入院の場 合)

平成 年 月 日 ～ 平■ 年 月 日

証

【訪間看護療養費の例】

領 1口 書 No 想著 子号 氏     名

機

た イテ 曰

相 *期 間

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

証

保 険外負 IPI

明魚]合 計額

課税対 摯額

額
計

収製
合

証収領

明細書の交付について

平成20年度改定
保険医療機関及び保険医療養担当規則を改正し、患者から求めがあった場合の明細書の

交付を義務化した。

氏 名

緒

外
担

険保
負 叫ヽ

―

|`う ″`2___

費 用 三 分

平成  年 月 日

保  険 酬
担

廠
魚

保ヽA担 分項目

外
櫃

険保
■

(村 訳 )

体  険
(人 事  生 活 )

保 険 外 負11

合 計

矢tu

級

針

収餃

合

○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則
昂5条の22眈

i鐵 楊
fl『III事書蠅 諮

ら

○ 厚生労働大臣の定める保険医療機関

舅 赳
ヾ
硲爵曇躍藝

1柵
錆褒凛梅戴轟群∫

付「矧翠 読輝農湮鷲聾轟ξ
号に規定する保険医療機関を除C)

※注)すなわち、電子請求が義務化された保険医療機関

保  険

英剤川

,ユ

保  険 保険外負 In

合  計| frl FL

負 担 額 FЧ

「

領収額

「
l



・
【入院】

診療明細書(記載例)

l【名 1  0000    日  ■お日 l ― /m/DD

受滲科

合計
n=1,039

病院
n=445

-般診療所
n■ 189

歯科診療所
n=241

保険薬局
n=95

訪間看護
ステーション

n=69

【外来】

診療明細書(記載例)

明細書発行依頼頻度〈図表2-5) 明細書を発行していない理由(図表2-21):複数回答

希望する3者力`少ない

発行する般鱗が整つていない

事務負担が大きぃ

その他

無口答

病院 入院
ぃ=445

病院 外来
n=441

-IAF環 所

入院
n=21

-般船療所

外来

歯科じ療所

n=241

保険薬局
n=05

肪問看tl
ステーション

n=60

「明細書発行の一部義務化の実施状況調査」より
主な検証結果について ①施設調査

明細書の発行状況(図表2-6)

1=四

明細書の今後の発行意向(図表2-23)

合計
n=591

病院
n=204

-般診療所
n=120

歯科診療所
n=151

保険薬局

"=71
訪問看護

ステ~ンヨン

n=45

100%

項 目 名 点 菫

注射

肛E

瞼査

,ハ四

人開

ネ贔油注針
ニトローlレ注100me 0 1%100m11瓶
生電全塩腋500mL l籠

準点薦注丼‖
ホ無曹製鋼■理■2

●な0眈′ゆ颯
=内

‖管
●

""―
力
"(“

蠅 )

。人工

"嗅

(5"田 超)300,

,■生枷学的櫨■■晰料
●織体検奎管理

"■

(2)

ⅢHCVt設定量

●0大血警書
=リ

ハW■力琳 (1)

編り‖リハビリ■カンロI

。一般嘴In入 鵬10対1入臓3ホ■
―崚●●ス餞期ロコ算(14日 以内)

●50対1■助体

“

脚●
●サOit入臓■1(0日 以内)

。載0政急入臓■1(4日 以上7日 以内)

，
４‐
　
抑
珈
３‐‐
　
１５‐
回
仰
　
劉
　
　
口
　
竃
蜘
鍬

項 目 名

助
　
歴

日像お断

+在宅自己
=射

lt椰,■■
+血 0自己R定8加 ,(月 100日 以上)(1型 籠
尿病の憲者に餞る)

●処方せIvI(その他)

,生化,的0■ (1)‖ M●
十血漱学的検

=■`14
■■体検贅

=重
加,(1)

。な0,生詢
*生化学的検■(1)(10,日以上)

ALp

B:し′聡
B:L/菫

1胸 部単tt撮 影(In影 )

デジタル鋏●化処理
画像記ll用 777'ム (半切)1枚

′
　

”

”

　

　

．。
　

●

，
１

４‐
４‐
●

8

:51111鶴

囀 二      生堕 型竺 墜整 い里劃



明細書発行一部義務化についての患者への周
知方法(図表2-3):複数回答

支払窓口に明記

待合室にポスター掲示

カ シの配布

その他

特に何もしていない

明細書の様式(図表2-12)

合計
n=404

病院
n=229

-般診療所
n=55

歯科診療所
n=74

保険薬局
n324

訪問看護
ステーション

n=22

0%         20%

El          l重

明細書の費用徴収の方法(図 表2-14)

合計
n=404

病院
n=229

-般診療所
n=55

歯科診療所
n=74

保険薬局
n=24

訪問看護
ステーション

n=22

占

:[1「lEI]

80%

Z自 施設で独

口無回答

明細書を発行するようになつてからの変化
く患者の医療内容への理解> (図曇2-18)

明組書を発行するようになつてからの変化
く思者との信頼関係>  (図 表2-19)

含針

綱競
n=220

‐触診療所
ll=● 5

歯科お療所

保険凛局

訪間■8E
、ァーシヨン
n=22

合計
n=404

病院
n=220

-触鰺藤所

歯1lF嶽所

保険車島

肪問看餞
ステーシヨン

口大贅潔まつた     ●ゃゃ藤まつた     日変わらなかつた
●かえつて浅くなつた   0よくゎからない    口無回答

口大賣
=ま

つた     Иややままつた     日変わらなかつた
●かえつて洩くなつた   目よくわからない     o無 回答

□1件ごとに定額徴収   Zペ ージ数ごとに定額徴収 日その他
S徴収していない    口無回答



「明細書発行の一部義務化の実施状況調査」より
主な検証結果について ②患者調査

明細書の発行の希望(図表3-23)

合計
n=3,718

病院・―p■診療所
n=2.779

歯科診療所
n=694

保険薬局
n=143

訪間看饉
ステーション

n=102

明細書を受け取つた経験の有無 (図表3-11)

合計
n=3,718

病院・一般診療所
n=2,779

歯科診療所

n■ 694

保険薬局
n=143

訪問看護
ステーション

n=102

明細書発行の一部義務化に関する認知度 (図表3-3) 明細書発行について知ったきっかけ(図 表3-9)

合計
n=3.718

病院・一般診鳳所
n=2.779

歯科診環所
n=604

保険理局
n=143

訪間看撻
ステーション

n=102

明細書を受け取つてよかった点(図表3-15):複 数回答
く合計>

」・ 3設内のポスター/掲示/バンフレット

施設側からの明櫂書発行

施設側からの紹介(口 頭)

新聞、インターネット等メディアから

知人から

その他

経回答

10%   20%   30%   40%   50%   60%

0ヽ        20%       40%       601       80%

1珈董 II亜亜III亜睡≡]40%       60%       80%

圃 夢 互 菫 翌 質 :

〆

“

療/検査内容が分かりやす瀞

ゝ(療費の内訳が分かりやすり

レ31

聯 144

医師等に治療/検査について質問、
相談しやすくなつた

施設饗 択する際の参考になつた猾劃鯰劇覇鞘咆
□23“

合計
n=99

施設への安心感、信頼感が増した

―
            ン

その他

なし

無回答

ヒ■塁望里
=生

ことがある Z受け取つたことはない 口無回答
|



<病院・一般診療所>

治療/検壼内容が分かりやすくなった

医療費の内訳が分かりやすくなつた

医師年に治療/検壺について費間、相談しやすくなった

施設盤 択する際の参考になった

施設への安心感、信頼感が増した

その他

なし

無回答

く歯科診療所>

治療/検壼内容が分かりやすくなつた

医療費の内訳が分かりやすくなった

歯科医師年に治療/検査について質問、相餃しやすくなつた

歯科静療所褪 択する際の,寺になった

菌科静療所への安心感、信頼感が増した

その他

なし

無回答

く保険薬局>

治療/投薬内容が分かりやすくなつた

医療費の内訳が分かりやすくなった

薬剤師等に治療/投薬について質問、相談しやすくなつた

薬局を選択する際の参考になつた

薬局への安心感、信頼感が増した

その他

なし

無回答

く訪間看護ステーション>

訪間看饉の内容が分かりやすくなつた

費用の内訳が分かりやすくなつた

看饉師等に訪間看饉の内容について質問.相談しやすくなった

訪間看饉ステーションを選択する際の参考になつた

訪問看EEステーションヘの安ib懸 、信頭感が増した

その他

なし

明細書が治療内容の理解のために役立つか (図表3-22)

合計
n=3,718

病院・―級診療所
n=2,779

歯科診療所
n=694

保険薬局
n=143

訪問看護
ステーション

n=102

80%

L_E霊轟 I I

2.オンライン請求義務化の見直しについて



レセプト電子化のスケジュール

原  則
例外規定

【手書き】 【高齢者】 【リース期間切れ等】

医

科

病

　

　

院

平成 20年 4月 ～    400床 以上 で

レセプト電子‖求を行つているもの(注 1)

平成21年 4月 (注 2)～  400床未満で
レセプト電子lH求を行つているもの(注 1)

平成22年 7月 ～   レセプトコンピュータを使用しているもの
レセプトコンピュータ

留実用していない場合

↓

薇で:青求可
(電 子嘉体又は

オンラインによる
:青 求に移行するよう
努めるものとする)

レセプトコンピュータ
のリース鶏問又は
減匡償

“

期間の

終了まで

(最大平成26年 風末)

紙で1澪 求可

診

療

所

平成22年 7月 ―   レセプトコンピュータを使用しているもの

常動の基師・歯科
医師 .桑斉::ヽ が
すべて65,以上
の診療所・集局

(レセプト電子 :百 求が

可能な場合を詠く)

畢
にで:青求可

歯

科
・平成23年 4月 ～    レセプトコンピュータを使用しているもの

来

　

局
平成21年 4月 (注 2)～  レセプトコンピュータを使用しているもの

件以下の柔局の
レセプトコンピュータ
のリース用問又は
減|こ clヨ 晰FFの

書7まで
(最大平成22年度末)

0
紙で:藤求可

(注 1)レセプトコンピュータにレセプト文字データ変換ソフトの適用力く可冑じである場合を含む。

(注2)平成21年 4月 時にオンライン請求を行えなかった病院・集局は、平成21年 12月 診療分から。

※ この他、 個別事1育 (回 線障害、業者の対応遅れ、代行送{=の 体制が未整備、改築工事中、概ね1年以内に廃院予定、その他特に国菫な事由)による猶予規定
あり。

レセプ ト電算処理システム普及状況の内訳

注)(  )内 はオンライン請求分の再掲。

社会保険診療報酬支払基金調ベ

3.電子化カロ算について

電子化加算の要件について

・ 電子化加算 3点

平成22年度までの時限的措置として、以下に掲げる要件を満たしている場合に、初診料に対して加算
をする。

(電子化力5算に関する施設基準年について)

許可病床数が400床未満の保険医療機関(平成21年 4月 1日 以降は、許可病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコン
ピュータを使用しているものであって、光ディスク専を用いた請求を行つているもの又はレセプト文字データ変換ソフトを使用すること
によって光ディスク等を用いた請求を行うことができるもの以外の病院)の うち、次のいずれにも該当している。

ア 次のいずれにも該当している。
① 診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入している。
② 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(医科診療報酬点致表又は歯科診療報酬点数表の各部単位で金額の

内訳の分かるもの)を 無償で交付している。

イ 次のいずれかに該当している。
① フレキシブルディスク又は光ディスクを提出することにより診療報酬の請求を行つている。
② 試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行つている。
③ 患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な
明細書を交付する体制を整えており、その旨を院内のわかりやすい場所及び支払窓口に表示している。

④ バーコード、電子タグ等による医療安全対策を行つている。
⑤ インターネットを活用した予約システムが整備されている。
⑥ 診療情報(紹介状を含む。)を 電子的に提供している。
② 検査、投薬等に係るオーダリングシステムが整備されている。
③ 電子カルテによる診療録管理を行つている。
③ フィルムヘのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存し、コンピューターの表示装置等を活用し画像診断
をイテつている。
C遠隔医療支援システムを活用し、離島若しくはへき地における医療又は在宅診療を行つている。

平成21年 0月 30ヨ 現在

平成21年 8月 診療分~晨
1~「

~~~~
1   件 数

薬局数  |

レセ t参 加 ※ 参考

鳳
「

喜語
J、 件t「

=務
「

=数
 薬局

“
対前月比

医  科

病 院

lil予

:

8141  4.667.653
783

(962)|  (4569,922

9621  4.572.448
(979)

980
(+2)
+2

7.9641  6,667,787
(6359

6.578

(798)|  (6,664,6
82 6 1     5,911,065

(865)

887
(,15,)

+127
|

8,7781 11,335,440
(7142

7361
(8'4)| (10336397
83 9     10.483.513

(012)

925
〈,150)

■129

診療所 88.806 27785470
(1,,13)|(125)
354441  399

(4,407355

14 138 319

(160)

50 9

(● 1.970)

+2.439

合  計 97.5841 39120910
(18255

42 805

(187)

43 9

(14770752

24 621 832

(378)

62 9

(+2132)
+ 2.568

歯 科 71,2911  9156,779
(― )

152

(― )

02
(― )

21.537

(― )

02
(― )

+ 30

計 /′&′′′ イ&′アZ′θ′
` 

′ι255

イ′′′」7

イ′′′ノ
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イ′
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′ユア
`′

24′イユ′′θ

イ′′′ソ

′/ θ `チ
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電子化加算の届出状況等について
1電子化加算の届出状況について

2.電子化加算の算定状況について(社会医療診療行為別調査より)

施 設基準 の概要

届出医療残関数
(上 段 :病 院数/下 E彙 :診 療所数 )

平成 18年 平成 19年
診療組酬:青求に係る電算処理システムの導入

・個男」の費用ごとに区分して記載した領収:正 の文付

5,026

53386
6,13こ

6974C

7,25C

581

62.164

710

2032

5,837

4.651

14,512

10,967

5,789

446

46.500

550

1,647

4,678

3306

11.124

8.272

76

区 分
平成 19年 平成 20年

実施件数 算定回数 実施件数 算定回数
医科

(内 訳)病院

診療所

14,305,410

2,878,113

11.427297

14,464.165

2,890625

11,573.540

11,894.880

2,364.270

9530610

12.003,856

2,369,973

9633883
歯 科 2,090.502 2.000502 265505旧 2.655,058



勝村委 員提出資料

21. 11. 27

03/01/25中 央社会保険医療協議会総会平成20年 1月 25日 (公聴会)議事録

○浅倉氏

私は、薬害被害者団体連絡協議会の薬害肝炎東京訴訟の原告浅倉美津子と申

します。神奈川か ら参 りました。

薬害肝炎原告として、現在問題となつているカルテなき感染被害者の問題を

教訓とした患者に対する望ましい医療内容情報の提供の在 り方について意見を

述べさせていただきます。

私は、 1988年 、次男を出産 した際にフィブリノゲンを投与され、肝炎に

感染しました。感染 して 15年 たつて、薬害肝炎弁護団のホッ トラインに電話

して、それまで高齢出産で 37歳のときですが、大変なお産をしたために肝炎

に感染してしまつたのだと、ずっと自分を責めていま したけれども、弁護士さ

んの後押 しもあり、思い切つて主治医に話 し、やつと投薬証明を出してもらい

ました。看護記録にフィブリノゲン2グ ラムと記載されていたのを見て、私は、

つかの間ですが安心 しました。それ くらい自分を責めていた時期が長かつたの

です。私が薬害被害者だったとは思いもかけないことで した。

今回要望 している意見は、薬被連ができた当初から要望 していることであり、

患者にとりましては当た り前の要望事項であると思います。

私はスーパーで レジ係をしていますが、お客様は、自分が買われた商品とそ

の明細、レシー トを細か くチェックしておられる光景がよく見 られます。私た

ちレジ係には、上司から毎朝、「間違つてはならない」と厳 しく指導をされま

す。ところが、病院では、項目別に点数が記載され、その内容を詳 しく見るこ

とができません。これでは、私たちにどんな製剤が投与されたか、知ることが

できません。薬害肝炎は先日、議員立法の成立により、提訴から5年 たつて解

決することができました。薬害肝炎の弁護団が設けているホットラインには連

日、自分が何で肝炎にかかったか分からない患者さんの声がた くさんかかって

きます。投薬証明がないと裁判に原告 として加われないと説明しても、その証

明が、カルテが残つていない病院が多く、得られないのです。これは薬害肝炎

の問題だけではありません。すべての患者さんが自分にどんな製剤などを投与

されたか、知る権利は与えられて当然だと思います。潜伏性、蓄積性の健康被

害に関 しては、共通 して言えることであり、今後国民が安心 して暮 らしていく

ために、極めて重要なことであります。

私たちは、薬害を二度と起こしてほしくないと思つています。こうしたこと

が進められれば、薬害根絶の一歩になるのではないでしょうか。種類だけでは

なく、商品名が記載されたレセプ ト並みに個別の診療報酬単価まで確認できる

明細書を無料で発行することを公的に義務づけていただきたぃ、強 く思います。

よろしくお願いいた します。

要望書

2008年 2月 1日

厚生労鮨大臣 舛 添  要 一  殿

全国薬害被害者団体連絡協議会

代表世話人 花井十伍
(構成団体)

財団法人 いしずえ (サ リドマイド福祉センター)

イ レッサ藁害被害者の会

MMR(新 3種混合ワクチン)被害児を救援する会

大阪HIV東 害訴訟原告団

財団法人 京都スモン基金
lt痛促進剤による被害を考える会

スモンの会全国遮絡協議会
東京HIV訴 訟原告団

薬菩肝炎全国原告団

英害筋短縮症の会

薬吾ヤコブ病被害者・弁護団全国連絡会議

全国薬害核害者団体連絡協議会 (に,称「栗被迪」)は、薬客被害者当平者団体のみで構成される唯一の連絡

協議会です。私たちは栞害被害の教]を生かし、薬害根絶を実現するべくさまざまな活■・ Jを行つています。

私たち薬書被害者は「薬害根絶誓いの碑」が厚生労甍省のよ地内に途立された8月 24日 を 「東害根絶デ
ー」 として、毎年、厚生労働大臣に直接要望書を提出し、簸論を重ねてきました。

本 日は、ここ数年続けてその要望■の中でお願いしてきた 「医療機関窓日でのレセプ ト並み明細害発行」
の件に関わる緊急の設題について下記の通 り要望致 します。

EE

l、 医療費の詳細 な明細書 を全 ての患者 に発行 して くだ さい。
医療枝関の窓口で、東剤名なども全て記載したレセプト相当の詳しい明キこ書を、全ての患者に発行するこ

とを義務イとしてください。特に、 レセプ ト請求をオンライン化している医療薇門に対しては、PP刻義務化を
してください。その他の医療機関についてもできるだけ早期の実現を要望します。現在のように、忠者から
請求があった場合のみの発行にとどめたり、発行を医療機調の努力義務のままにしておくことは、厚生労働
省が推進する医療安全対策や楽害防止対策に大きく矛盾します。

2、 医療費の詳細な明細書を無料で発行 して くだ さい。
医療機関の懇口で、英剤名なども全て記載したレセプ ト相当の詳しい明43書 を患者に発行する際には、無

料で発行することを義務化してください。特に、レセプ ト請求をオンライン化している医療機関に対しては、
即刻薫料での発行を義務化してください。その他の医療機関についてもできるだけ早期の無料化を要望しま
す。2006年の 5月 に川抒二郎厚生労鷲大臣 (当 時)は 、日立系の医療理関に対して無料で発行するよう指
示したことを明言しています。また、厚労省中医協の検証設正では、一方で一言の医療機関では、1なの発
行に対して 5000円 の手数料をとるなど、患者に対して法外な要求をしているこ友は間が放置されているこ
とが明らかになっています。

3、 DPCの 場合 で も、詳細 な内容 を明細書 に記載 して くだ さい。
医振機関の窓日で、レセプ ト相当の詳しい明締書を患者に発行する際には、医療費が包括払いになってい

る場合でも、個々の薬剤名などの詳細な内容も必ず付記することを義務化 してください。

以  上


